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ま
い
さ
ぽ
小
諸

　
「
シ
ェ
ア
サ
ロ
ン
」

　

こ
の
サ
ロ
ン
は
、
一
般
就
労
を

め
ざ
し
て
い
る
が
生
活
の
リ
ズ
ム

が
く
ず
れ
て
い
る
、
対
人
関
係
に

不
安
が
あ
る
、
仕
事
を
探
し
た
い

が
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
い
い
か
分

か
ら
な
い
な
ど
、
す
ぐ
に
就
労
す

る
こ
と
が
難
し
い
状
況
に
あ
る
方

に
、
一
般
就
労
に
向
け
た
基
礎
能

力
を
養
い
な
が
ら
、
就
労
機
会

（
体
験
）
の
提
供
を
行
い
ま
す
。

◆
期
間

　

平
日
の
午
前
9
時
〜
午
後
5
時

◆
場
所

　

野
岸
の
丘
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

2
階　

創
作
室

◆
対
象
者

　

お
お
む
ね
55
歳
以
下
の
方

◆
参
加
費 　

無
料

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

小
諸
市
生
活
就
労
支
援
セ
ン
タ
ー

「
ま
い
さ
ぽ
小
諸
」

　

☎
31
‐
5 
2 

3 

5

都
市
計
画
決
定
の
変
更
に
関

す
る
計
画
案
の
縦
覧
と
審
議

会
の
開
催

　

平
成
28
年
3
月
31
日
に
閉
鎖
さ

れ
た
高
峯
苑
（
火
葬
場
）
の
都
市

計
画
決
定
を
廃
止
す
る
た
め
の
計

画
案
を
作
成
し
ま
し
た
の
で
、
次

の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。
こ
の
計

画
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
中

に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
計
画
案
に
つ
い
て
、

小
諸
市
都
市
計
画
審
議
会
を
開
催

し
、
審
議
し
ま
す
。

■
計
画
案
の
縦
覧

◆
縦
覧
期
間
（
平
日
の
み
）

　

12
月
1
日
㈭
〜
16
日
㈮

◆
縦
覧
・
意
見
書
の
提
出
場
所

　

都
市
計
画
課
窓
口

◆
意
見
書
の
提
出

・
意
見
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
縦
覧
期
間
内
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
市
民
及

び
利
害
関
係
者
に
限
り
ま
す
。

・
郵
送
で
提
出
さ
れ
る
場
合
は
、

12
月
16
日
㈮
必
着
と
し
ま
す
。

■
小
諸
市
都
市
計
画
審
議
会
の
開
催

◆
開
催
日

　

12
月
22
日
㈭ 

午
前
9
時
30
分
〜

◆
場
所

　

市
役
所
3
階
第
1
第
2
会
議
室

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

都
市
計
画
課　

都
市
計
画
係

平
成
29
・
30
年
度

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
を

受
け
付
け
ま
す

　

市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
や
測

量
調
査
、設
計
、物
品
購
入
、業
務
委

託
そ
の
他
の
全
て
の
入
札
及
び
見

積
り
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、原

則
と
し
て
2
年
ご
と
に
市
が
作
成

す
る
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登

載
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
29
・
30
年
度
の
資
格
審
査

申
請
受
付
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

す
の
で
、
入
札
及
び
見
積
り
へ
の

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
忘
れ

ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

受
付
終
了
期
日
が
近
づ
き
ま
す

と
大
変
混
み
合
い
ま
す
の
で
、
早
め

の
申
請
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
申
請
期
間

　

1
月
4
日
㈬
〜
31
日
㈫

◆
申
請
書
類

　

財
政
課
窓
口
及
び
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
申
請
方
法
と
併
せ
て
掲

載
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

財
政
課　

契
約
財
産
係

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

◆
体
育
振
興
の
た
め

・
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ポ
ー
ル
ケ
ー
ス
2
袋

　

株
式
会
社　

キ
ザ
キ

　

代
表
取
締
役　

木
﨑 

秀
臣 

様

ご
芳
志

司法書士による法書士書 によよる

養育費集中相談会養育費集中相談会
　長野県司法書士会では、下記の 3日間で電話相談又
は面談相談による「養育費集中相談会」を開催します。
◆相談方法
1 　電話相談
　【日　　時】　12月 8 日㈭・ 9日㈮・10日㈯
　　　　　　　午前10時～午後 3時
　【電話番号】　0120－448－788（フリーダイヤル）
2　面談相談（要予約）
　【日　　時】　12月10日㈯　午前10時～午後 3時
　【相談会場】　長野県司法書士会館 2階
　　　　　　　（長野市妻科399番地）
　【予約番号】　026－232－7492
◆相談料 　電話相談及び面談ともに無料です。
◆相談例 　養育費の支払いがストップしてしまった。
　　　　　養育費の減額、増額を求めたい。など
▼問い合わせ先
　長野県司法書士会　☎026－232－7492

土地家屋調査士が行なう 土地家屋調査士が行なう 
 『無料相談会』 『無料相談会』
◆日　　時 　12月10日㈯
　　　　　　受付：午後 1時30分～ 4時
　　　　　　（相談時間： 1件30分まで）
◆場　　所 　佐久平交流センター　第 3会議室
◆相談内容
　 1　土地の境界に関するトラブルの悩み
　 2　土地・建物に関する登記等のこと
※当日は、混雑も予想され会場でお待ちいただく場
合も考えられるため、あらかじめ予約することを
おすすめします。

◆予約・問い合わせ先
　長野県土地家屋調査士会事務局
　☎026－232－4566
　（受付時間：午前 9時～午後 4時）

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
こ
も
ろ
11
月
号
の
20
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
ま
し
た
「
小
諸
市
総

合
体
育
館
の
電
話
番
号
」
に
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
。
正
し
く
は

「
☎
23
‐
3 

8 

0 

0
」
で
す
。

　

お
詫
び
と
訂
正
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。


